
特定非営利活動法人BORDER FREE定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人80RDER FREEと いう。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都多摩市鶴牧三丁目2番地プリリア多摩センター

1416:こ口Eく 。
2この法人は、従たる事務所を東京都三鷹市牟礼,薇ンЮに置く。

`7ntらな
lοる

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、児童 。生徒への学習支援活動と教育格差を

なくすための啓蒙活動を実施することにより、教育機会の公平性の担保と勉強の本質的な面

白さを伝えることで、全ての児童 。生徒が身分・地位 。家庭環境によつて十分な教育が受け

られない状況を解消し、自主的に教育を受けられる社会を実現することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)子どもの健全育成を図る活動

(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(4)職業能力の開発又は■用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類)
第

"ヽ

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の

事業を行う。

(1)児童 。生徒への個別指導活動事業

(2)支援を必要としている児童・生徒への学習支援活動

(3)授業で使用する教材作成事業

“

〕離続的に低額又は無償で食事を提供する事業

(5)その他目的を達成するために必要な事業
2この法人は、次のその他の事業を行う。

(1)子どもたちの居場所づくりを目的としたイベント事業
3前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、
第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

(種別)
第

“

ヽこの法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」
という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に費同し、(この法人でのポランティア活動を希望し、)入会を
行つた個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に贅同し、贅助するために入会した個人及び団体



(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2会員として入会しようとする者は、理事長に申し込むものとする。
3理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければな
らない。
4理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに本人にその旨を通知しなければ
ならない。

(入会金及び会■)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の責格の喪失)
第9条 会員が次の各号の―に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき

(り腟続して1年以上会費を滞納したとき

“

)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名するこ

とができる。

(1)こ の定歌に違反したとき

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

2前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与
えなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。

(筆理事 3人以上15人以内

(2)監事 1人以上3人以内
2理事のうち1人以上2人以内を理事長とし、 1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事の選任は、前年度の理事会と総会の両方の承認をもって行う。ただ

し、前年度の理事会での承認をもって仮承日とし、仮承認を受けたときから理事及び監事の

業務を執行することができる。
2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人

を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分

の1を超えて含まれることになってはならない。

4法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。



5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事
長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人
の業務を執行する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

(o理事の業務執行の状況を監査すること

(2)この法人の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し

くは定軟に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報

告すること

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期等)
第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。

3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。

(欠員補充)
第崎条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

を補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任するこ

とができる。

(つふ身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与
えなければならない。

(報酬等)
第

“

条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を償還することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第
"条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2総会は、通常総会及び臨時総会とする。



(総会の構成)
第却条総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)役員の選任及び解任

(4)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同

じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(5)解散における残余財産の帰属

(6)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第2!条 通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(卸理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があつたとき

(3)監事が第14条5項4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第23条 総会は、前条2項3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2理事長は、前条2項1号及び2号の規定による請求があったときは、その日から1∞日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審餞事項を記載した書面又は電磁
的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の醸長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第お条総会における議決事項は、第23条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす

る。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会

の決醸があったものとみなす。

(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい
て書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する

ことができる。



3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条1項の適用については、総会に出席し
たものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが
できない。

(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)同時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場

合にあつては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)腱事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名し
なければならない。

3前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をし
たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事

録を作成しなければならない。

(り総会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(り総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)
第
"条
理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第3)条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)会員の除名

2)役員の選任及び解任

(3)役員の職務及び報酬

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)入会金及び会費の額

(7)資産の管理の方法

(3)事業部の組織及び運営

(9)事務局の組織及び運営

(10)総会に付議すべき事項

(11)総会の議決した事項の執行に関する事項

(12)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が

あつたとき

(理事会の招集)



第32条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招
集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁
的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第3【珀腱理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、餞長の決するとこ
ろによる。

(理事会での表決権等)
第
"条
各理事の表決権は、平等なものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につい
て書面をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条1項の適用については、理事会に出席し
たものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが
できない。

(理事会の議事録)
第(Ю条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

嗜 の経過の概要及び議決の結果

(5)饉事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名
しなければならない。

第5章 資産

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された責産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

“

)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)



第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関す

る責産の2種とする。

(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長
が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第4"腱 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならない。

(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とす

る。

(事業年度)
第4ガヽこの法人の事業年度は、毎年4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、理事会

の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第

“

条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事

長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を請じることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第4"腱 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第4M臓 この法人の事業報告書、活動計算書、貨借対照表及び財産目録等決算に関する書類
は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経

なければならない。
2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又

は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(定歌の変更)

第 7章 定款の変更、解散及び合併



第48条 この法人が定歌を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の

多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得な

ければならない。
2この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除
く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第41」ヽこの法人は、次に掲げる事由により解散する。

(り聡会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2前項1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経な
ければならない。
3第1項2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の日定を得なければならない。

(残余財産の帰層)
第
"条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存

する財産は、法第11条 3項に掲げる者のうち、総会において饉決した者に譲渡するものとす

る。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決

を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム
ページにおいて行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第5"ヽ この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第

“

条事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第

“

条事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。



第10章 雑則

(細則)

第

“

条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

る。

附則
1この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長   村上 晃―
副理事長  阿薇 響
理事    杉田 拓輝
理事    佐藤 玲
理事    小松 亮太
理事    白岩 静
理事    星野 日和
理事    岡 航
理事    山本 夕真
理事    松永 拓朗
理事    小林 大介
理事    二芳 拓葵
監事    佐久間 ―誡
監事    井上 澪
3この法人の設立当初の役員の任期は、第15条1項の規定にかかわらず、この法人の成立の
日から令和7年6月 (Ю日までとする。
4この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から
令和G軍3月 31日 までとする。
5この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわ らず、設立総会の定
めるところによる。
6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とす
る。

(1)入会金正会員 なし 費助会員なし
(2)年会費正会員 1,000円 贅助会員企業、学生以外の個人 10,000円 学生 5劇Ю円
7この法人の第3期役員は、次のとおりとする。
理事長   二宮 籠斗
副理事長  小島 慶久
副理事長  野嶋 優那
理事    石井 陽斗
理事    阿薇 響
理事    岡田 絆威
理事    竹中 日菜
理事    藤田 万由
理事    比凛 琉巳
監事    村上 晃―
監事    岡 航
8この法人の第3期役員の任期は、令和8年3月 31日 までとする。
9この変更後の定款は令和轟閾明4日より施行する。



書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

2025年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法 関Ю R R圧

1 事業実施の方針
子どもへの学習支援の輪を全国に広げるべく、全国 10都道府県での学習支援教室の実施を目指す。

また、既存教室の受け入れ範囲の拡大や、質の強化などを目指す。

運営面では、現在の助成金が多くの割合を占めている状況から、企業寄付や個人寄付による収入にシ

フトしていくことで、運営の財源面での安定化と継続性を担保する。

以上の方針で、2025年度の事業を実施していく。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【15,8761千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

児童・生徒ヘ

業 
別指導事笙准zttl指導及び通年 Z001M[ 41名

′」ヽ1
～高3

42名 5.654
千円

支援を必要と
して い る児
童・生徒への
学習支援活動

中学生向け集団授業 通年

聖蹟桜ヶ
丘教室
永山教室
早稲田教
室

37名 小 5
中 3
47名 3.072

千円

支援を必要と
してい る児
童・生徒への
学習支援活動

小学生～高校生までを対
象とした勉強会

通年

多摩セン
ター教室
聖蹟桜 ヶ
丘教室
稲城教室
永山教室

重都宮教

警奮尊義室
埼玉教室
高知教室
岡山教室
宮城教室

房奮蒙董

50名 」ヽ 3
高 3
109名 2.150

千円

支援を必要と
して い る児
童・生徒への
学習支援活動

中高生を対象としたフリ
ースクール事業 通年 岡山教室 5名 中 1

～高 3
50名 5.OЮ0

千円



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【1341千円)
足承に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

子どもたちの
居場所づくり
を目的とした
イベント事業

カフェ事業(高校生がカフェのメニュー考案や
価格設定を行い、実際に運営してみる)

通年
東京都 _

西東京市
10名 184千円



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

2026年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法 団寵にRR圧

1 事業実施の方針
子どもへの学習支援の輸を全国に広げるべく、全国 20都道府県での学習支援教室の実施を目指す。

また、既存教室の受け入れ範囲の拡大や、質の強化などを目指す。

運営面では、現在の助成金が多くの割合を占めている状況から、企業寄付や個人寄付による収入にシ

フ トしていくことで、運営の財源面での安定化と継続性を担保する。

以上の方針で、2026年度の事業を実施していく。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【83,749】 千円 )
疋歌 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

児童・生徒ヘ

の個別指導事
業

オンライン個別指導及び
生徒の学習管理

通年 Z00:M 50名
ノ
lヽ 1
～高 3

120名 33.〔X〕0
千円

支援を必要と
して い る児
童・ 生徒への
学習支援活動

中学生向け集団授業 通年

聖段1姜ケ
丘教室
永山教室

量籠田教

重都宮教
熊本教室

墓志野教

60名
′」ヽ5
～中 3

200名 15.749
千円

支援を必要と
して い る児
童・ 生徒への
学習支援活動

小学生～高校生まで対象
とした勉強会 通年

多摩セン
ター教室
聖蹟桜ヶ
丘教室

粟督襲墨
重都官教
熊本教室

墓
志野教

埼玉教室
高知教室
岡山教室

尋禁舞
広島教室
山口教室
福島教室

50名
′Jヽ 3
～高 3

500名 10.000
千円

支援を必要と
して い る児
童・ 生徒への
学習支援活動

中高生を対象としたフリ
ースクール事業 通年

岡山教室
東京教室

10名 中 1
～高 3

100名 25.(】 )0
千円



継続的に低額

又は無償で食

事を提供する

事業

”
ど
生
子
学
た
小
し

高
も

と
準
象
籍
対
美
を
そ
生
堂
校
食

毒庁
通年 墓
志野教3名 小 1

～高 3
10名 0円

(2)その他の事業 (事業費の総費用【551】 千円)
疋承 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

子どもたちの
居場所づくり
を目的とした
イベント事業

カフェ事業(高校生が実際にカフェのメニュー
考案や価格設定を行い、実際に運営してみる)

未定
未定
(全国各
地)

10名 551
千円



書式第 10号 (法第 1()条・第 25条関係 )

“

25年度 活動予算書 (その他事業がら五場合)
設立・定款変更用

特定非営利活動議人   厠RυじRl'RI

特定非営利活動に係る事彙 その他事葉
科 目

金   重 小‖・合計 全   饉 小計・合:十
合計

6.(XЮ .000
:.000.(XX

0

5“XЮ.∝Ю

6.0∞.∝Ю

0

11,049.000

14.040.

0

90,(XX,

".
14.1",0∞

0
0

420,000

420.000 14.767.45(,

児童・

`1:籠

への個別指導事業 事業収益
支11を必要としている児●・■掟への学習支援活動 事業収益
'ど もたち′,■場所づく)'を 日|う としたイベント事業 事業収●

受n利
=

正会員受:[R会 ,
賛助会戯受取会,

受取寄靖奎
雄設笠受入評●4

受取綸助金
受取助成0

14.347.450

6,233,660
6.233.560

6 233.500

7.662.521

0

1.730,800
928,260
0

419,800
182.600
766.000

1.096.661
2.354.60{D

7.478.721
0

35,000
42.000
0

O

22.800
5,000
20,()X:

59.0()0

:83.8∞

1

1

2

綸科手当
役員報鰤
選a綸付費用

資員颯0
賞与
給料手当

"薇
綸付■月

福利■■費
支払報酬丼

消耗場費
水道光熱費
通信運搬費
地代家■

“

力交通費
減饉償丼安
交際☆
保険料

全■安

“

責交通費
庵′,等 費用
減価値却費
自

“"製

本☆
消耗t貸
,門 lχ
^■

'特
宣伝費

[3.896.081

¨
¨
０
０

ｍ
幅

1.000.000
300.000

3.305.OCX) 3,803.000

1,5∞ .0(X)
0

O

O

1.200.(Ю0
０

０

∞

¨

∞

∞

1.500.000

5.305.00(,5.305.

R 326.200 15.705.361当 A

遍年度項

`′

菫」:益
14 ・た

C [)当

^3つ 4.P`に t事■磐■

15_705.3(

3∞,1∞
6.000.(XЮ

人 び

21 375_269

■E」L`■L頭E

F ■

■EコF口
「
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■E■

『
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書式第 10号 (法第 1()条・第 25条関係 )

2026年度 活動予算書 (その他事業が立登場合)
設立・定款変更用

30Rl,LR IRljlj

特定非営利活動に係る0彙 その他事彙
科 目

金  額 金  額 小計・合計小計・合■

“

X).∞0
0

50().01α)

まЮ.(,(X}

90.(κЮ.(КЮ

0

V190.Oα ).000

"0,α

Ю,(Юゆ

10.0∞ .∞0

89,700,000

09.700.0〈Ю

0
300,000

3∞ .∝Ю 1∞ ,0∞脚 )

0
O

l,m,,(xЮ

1.∞0.(XX〕 32,OCO.0く)0

兄菫・生徒への償別権尊事来 事来収益
支懐を必要としている児童・ 生徒′ヽの学習支援活動 車業収益
子ともたちの居場所づくりを日的と_た /ベント事業 事業収●

受取コ|ヽ

5

正会,1受取全費
賛助会員受取会費

受驚寄晰金
饉設等受入評価査

受取補助●
受取助成金

14

17
ｍ
ｍ
。

ｍ
ｍ

31.Oα).000

30,0●0,00()

15,∝Ю,αЮ

10,(XЮ .00●

0
5,(XЮ ,(XX}

30.000.000

1∞,0∞
19,534,600
4.87■ .OCκ )

0
440.000

25.048.600
0

365,400
i26.000

0

60,000

551.4∞ 25,60Ю .0()0

55.“8.6α 551 4() 55.6イメ0.(KX,

10,0∞ ,0∞
0
0

2.000,000

12.000.000 12.(XЮ .C00

1

1

(2)

(2)

■員颯翻
綸料千当
退職綸付費

'11福●厚生費

給料 F当
役員聟酬
退職給付■

'H幅|:厚生●

消耗品費
水i彗光然,
通′●連搬資
地′ヽ家賃
旅費交輌費
繊価償却費

会議,
旅費交通費
壺設等費′‖
減

`:償

却資
F硼襲本費

5,αЮ,α
"2∞ .(XЮ

5∞ ,∞ゆ

1.OЮ .(XЮ
〕0.0∞,Oα )

0

16.700.000 1● 7(Ю .∝Ю

281.7(X).0(X,

5514()

“

.0∞.00
当

“

A B ・・・(う 137.451.400
'486α

1381.2● ,.(XX,

過年度損益修正4

災吉讚失

0】 ・・・②
クそ′‐ ∠′И ク

“

g`oつ 44諄
“"

法 330,100
21.375.269
159.245_169
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